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ベント実施手順における現状の整理と今後の対応方針について 

１．現在の整理 

  ベント実施の判断基準については，第 1表に示すとおり，「有効性評価で期待している

ベント実施判断基準」と「重大事故等対処設備の故障等により格納容器破損のおそれがあ

る場合及び環境に対する影響を緩和させることを目的とした対応としてのベント実施判

断基準」がある。 

第 1表 ベント実施判断基準 

炉心状態 目的 実施判断基準 

炉心損傷なし 

過圧破損防止 

格納容器圧力 310kPa［gage］到達 
有効性評価で期待

しているベント実

施判断基準 

炉心損傷を 

判断した場合 

サプレッション・プール通常水位+6.5m 到達 

水素燃焼防止 格納容器酸素濃度がドライ条件にて 4.3vol％到達 

過圧破損防止 格納容器スプレイが実施できない場合 重大事故等対処設

備の故障等を想定

したベント実施判

断基準 

大気へ放出される放射 

性物質の総量の低減 

格納容器温度 200℃到達 

原子炉建屋水素濃度 2vol％到達 

重大事故等対処設備の故障等を想定したベント実施判断基準については，審査指摘等

を考慮して，あらゆる状況を想定して設定したものであり，技術的能力 1.0 に係る手順と

して位置付けている。 

２．手順の再整理について 

重大事故等対処設備の故障等を想定したベント実施判断基準については，大規模損壊

発生の判断として整理されている「ⅲ）発電長が大規模損壊に対応する手順を活用した支

援が必要と判断した場合」に該当すると考えられることから，大規模損壊固有の手順とし

て整理することが適切であると考えられる。 

３．今後の対応方針 

重大事故等対処設備の故障等を想定したベント実施判断基準については，大規模損壊

の資料にて整理することとし，別添資料－2 及び技術的能力 1.7，1.9 からは除外するこ

ととした。 
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